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平成 22 年度 第１回長野市総合計画審議会 会議録

日時：平成 22年７月 29日(木) 14 時 30 分～16 時 30 分

会場：長野市役所 第二庁舎 10 階 講堂

１ 開会

（事務局）

定刻になりましたので、これから第１回長野市総合計画審議会を開会いたします。私は、

企画課長補佐の望月勇次と申します。よろしくお願いいたします。はじめに、この審議会

につきましては、長野市の指針といたしまして、公開で行わせていただきますので、ご了

承をいただくようお願い申し上げます。ここで、資料の確認をお願いしたいと思います。

本日の資料は、事前にお送りしました資料として、第１回会議次第、審議会委員名簿、長

野市部局長名簿、長野市総合計画審議会資料集、第四次長野市総合計画の冊子がございま

す。それと、本日お手元に配布してあります実施計画の以上、６点でございます。また、

資料を綴るためのファイルを１冊ずつお配りしております。ご確認をお願いいたします。

２ 委員の委嘱

（事務局）

次に、審議会委員の皆様への委嘱に移らせていただきます。委員の皆様への委嘱書につ

きましては、本来、市長からお一人ずつお渡しするところでございますが、既に机上へお

配りしてございますので、お許しいただければと思います。平成 22 年 7 月 20 日から２年

間、平成 24 年 7 月 19 日までの任期で委嘱申し上げますので、よろしくお願いいたします。

３ 市長あいさつ

（事務局）

それでは、長野市長からあいさつを申し上げます。市長お願いします。

（鷲澤市長）

本日は、長野市総合計画審議会を開催いたしましたところ、ご多忙の中、ご出席をいた

だき誠にありがとうございます。今ほど、委員の皆さまには委嘱状をお渡しさせていただ
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きました。これより、平成 24 年７月 19 日までの間、長野市総合計画審議会委員として、

ご支援とご協力を賜ることとなりますが、よろしくお願いいたします。

さて、本市では、「～善光寺平に結ばれる～ 人と地域がきらめくまち“ながの”」をま

ちづくりの目標と定めた第四次長野市総合計画を現在推進しているところであります。こ

の総合計画は、平成 19 年度にスタートし、10 年後の平成 28 年度を目標年次としておりま

して、将来の都市像を描き、その実現に向けたまちづくりの基本方針を定めた「基本構想」

と、その基本構想を実現するための指針として、施策の体系や内容を定めた、５ヵ年を期

間とした「前期基本計画等」で構成されております。

この前期基本計画策定から３年が経過する中で、リーマンショック以降の世界的な景気

の後退や昨年の政権交代に伴う改革など、本市を取り巻く社会情勢は大きく変化しており

ます。そして、旧信州新町、中条村と合併し、さらに市域が拡大したところでもあります。

また、地域主権改革への動きも活発化してきております。これは、国と地方の関係を対等

なパートナーシップにすることに転換して、地域のことは地域が責任を持って決めること

のできる活気に満ちた地域社会をつくることを求めるものでありまして、住民に身近な基

礎的自治体の責任もさらに重要となるものでございます。こうした諸情勢の下で、前期基

本計画の現状と課題を検証し、平成 24 年度からの後期基本計画の策定に着手するものでご

ざいます。

後ほど、後期基本計画の策定について諮問させていただきますが、策定に当たりまして

は、総合計画に示された「パートナーシップによるまちづくり」の視点に立ち、前期基本

計画策定時と同様に、審議会委員さんと公募の作業部会員さんにより構成する分野別の作

業部会を設置するなど、市民の皆さんに参画いただき原案の作成をしていきたいと考えて

おります。

現在、長野市は、都市内分権を推進しております。平成 18 年度からの４年間を第一期推

進計画期間と位置付けまして、住民自治協議会の設立を始め、新たな仕組みへ移行する準

備を経て、本年度から本格的な活動を開始したところでございます。これまでの実績を踏

まえ、本年度からの５年間にわたる第二期推進計画においては、真の住民自治の確立を目

指して、これまでの住民自治協議会の設立に向けた支援から、実際の活動に向けた具体的

な支援へと転換を図り、住民自治協議会の活動を推進していくこととなります。市内 32地

区の住民自治協議会が、地区を代表する組織として機能を発揮することが、地域特性を生

かした地域づくりに欠かせないものであり、これからの“元気なまち ながの”づくりの

基盤になるものと考えております。

このほか、長野市の今後の発展には、豊かな観光資源を活用した国際的視点に立った戦

略のほか、冬季オリンピック開催都市としての冬季スポーツの振興とともに、ＡＣ長野パ

ルセイロや信濃グランセローズといった地域密着型スポーツチームを軸としたまちづくり

が必要であると考えております。

委員の皆様方には、これらを念頭に平成 24 年度スタートの計画として、策定いただけれ
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ばと思います。

お忙しい中、何かとご苦労をお願いすることになると思いますが、様々な立場からの視

点で活発な議論を期待するとともに、“元気なまち ながの”を目指して大所高所からご指

導賜りますことをお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。よろしくお願

いします。

４ 自己紹介

（事務局）

ありがとうございました。続きまして、自己紹介に移らせていただきたいと思います。

まず、委員の皆様から、そして長野市の職員へとお願いいたします。順番につきましては、

お手元に配布いたしました名簿順でお願いいたします。なお、本日の会議には、小出貞之

委員、小泉真理委員から欠席のご連絡をいただいておりますのでご報告申し上げます。

― 委員自己紹介 ―

― 長野市部局長自己紹介 ―

５ 会長、副会長の選出

（事務局）

次に、会長、副会長の選出に移りたいと思います。長野市総合計画審議会条例第５条の

規定によりますと、「審議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定

める。」と規定していますので、これをどのように取り扱ったらよろしいでしょうか。ご意

見がございましたらお願いいたします。

（羽藤委員）

会長、副会長については、事務局に一任したいと思います。以上です。

（事務局）

ただ今、羽藤委員から、事務局一任というご提案がございました。そのように取り計ら

いたいと思いますが、いかがでしょうか。

【異議なし】
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（事務局）

ありがとうございます。それでは事務局からのご提案ですが、会長には藤沢謙一郎委員、

副会長には小林玲子委員をご推薦申し上げたいと思います。皆様いかがでしょうか。

【異議なし】

（事務局）

ありがとうございました。出席の皆様のご賛同をいただきまして、本審議会の会長は藤

沢委員、副会長は小林委員に決定させていただきます。それでは藤沢委員、小林委員は、

それぞれ会長席、副会長席へ移動をお願いいたします。

６ 会長、副会長あいさつ

（事務局）

それでは、ここで藤沢会長からごあいさつをいただきたいと思います。

（藤沢会長）

一言ご挨拶申し上げます。ただ今推薦いただき、この審議会の会長職を担うことになり

ました藤沢です。よろしくお願いいたします。ご承知のように、本審議会は、長野市の最

上位の方針である長野市総合計画につきまして、調査あるいは審議することが任務でござ

います。私は、今、推薦されて会長となりましたけれども、大変微力です。委員の皆様の

ご協力をいただきまして、スムーズに会を進行できるようにしたいと考えております。ど

うかよろしくお願いいたします。

（事務局）

ありがとうございました。それでは続きまして、小林副会長にごあいさつをお願い申し

上げます。

（小林副会長）

ただ今、ご推薦をいただきまして、副会長という職に就かせていただきます、歴史の町

長野を紡ぐ会代表の小林玲子でございます。藤沢会長を補佐しまして、そして、委員の皆

様とご一緒に審議を深めてまいりたいと思います。一生懸命やらせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。
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７ 諮問

（事務局）

続きまして、本審議会に対しまして、市長から諮問申し上げたいと存じます。恐れ入り

ますが、藤沢会長、部屋の中央までお進みくださいますようお願いいたします。なお、委

員の皆様のお手元へ諮問書の写しをお配りいたしますので、ご覧いただきたいと存じます。

【鷲澤市長、諮問書朗読】

（事務局）

ありがとうございました。それでは、審議に移らせていただきますが、議長につきまし

ては、長野市総合計画審議会条例第６条の規定により、藤沢会長にお願いいたします。な

お、審議の時間でございますが、事務局としましては午後４時 30 分をめどにお願いしたい

と思います。また、議事において、委員の皆様が発言される場合は、お手数ですが、挙手

していただき、議長の指名でお手元にマイクをお持ちしますので、お名前をおっしゃって

から、お座りになったまま発言することをお願いしたいと思います。ここで、誠に申し訳

ございませんが、市長は次の公務のため、退席させていただきます。よろしくお願いいた

します。それでは、進行をお願いいたします。

（藤沢会長）

ただ今、鷲澤市長から第四次長野市総合計画後期基本計画策定について、諮問がありま

した。先ほどの市長のご挨拶にもありましたように、長野市の状況や国政の動向を見据え

ながら、よりよい計画が策定できるよう、皆さんには審議をお願いしたいと思います。こ

れより議事に入るわけですが、午後４時 30 分を目処に審議が終了できるように進めたいと

思いますので、ご協力を賜りたいと思います。

それでは、議事に入ります。議事の（１）「第四次長野市総合計画について」、事務局か

ら説明をお願いします。

８ 議事

（１） 第四次長野市総合計画の概要について

（事務局）

― 資料１を説明 ―

（藤沢会長）
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ありがとうございました。今、事務局から第四次長野市総合計画について、概要をご説

明いただきました。私たちは初めての委員ということで、現在の計画について、まずは理

解することが大事だということで、今回、このような形で説明がありました。今の説明を

受けて、ご質問等ありましたらお願いしたいと思います。

（小山委員）

小山です。質問を１つ、よろしくお願いします。先ほど７ページの説明のときに、毎年

11 月頃、5,000 名の市民を無作為抽出して、アンケートを実施されているということをお

聞きしたのですが、これはすべての項目について 5,000 名ずつということではなくて、5,000

名にいくつもの項目をお聞きになっているということなのでしょうか？

（事務局）

どういう形で質問しているかということですが、アンケート指標（市民が思う割合）と

いう記載の下に、ここでは「安心して子供を生み育てることができる環境が整っている」

と、これが質問項目になります。この質問項目に対して、「そう思う」「どちらかといえば

そう思う」という答えが出てくるという形になっております。これが、数として 44ありま

す。この 44 について、すべてお答えいただくようになっています。６ページを見ていただ

くと、点線で囲ったところに基本施策（44）となっております。ここには３つほど下に並

べてございますが、その１つずつについて質問項目をつくっているという形になっていま

す。

（小山委員）

それでは、１枚のアンケートがものすごい量になるということで理解して良いですか？

（藤沢会長）

つまり、お一人で 44項目についてすべて回答するという方式ということですか？

（事務局）

毎年、市民 5,000 人のまちづくりアンケートということで、無作為抽出でお願いをして

おります。かなり質問項目が多いわけですが、お一人が全部の設問にお答えいただくとい

う形でやっております。

（石澤委員）

石澤です。よろしくお願いします。この総合計画審議会の役割としては、基本構想は既

に決まっているわけですよね？それを受けての後期の５年間を策定するということで、基

本構想の柱というものはそのまま引き受けてやるということになるのですか？
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（事務局）

６ページをご覧いただきたいと思いますが、左側が基本構想に関わる部分です。これに

つきましては、平成 28年度まで決定をしております。今回は、右側の点線で囲んだ基本計

画の部分について諮問をさせていただき、ご審議等していただく予定です。

（石澤委員）

基本構想に政策が 27ありますが、この政策を受けて、基本構想、基本施策というものが

できていると思うのですが、この 27 の政策を引き継ぐということになるわけですね？

（事務局）

そのとおり、ご理解いただきたいと思います。

（石澤委員）

そうすると、27 の政策については後ほど説明していただけるということですね？そうで

ないと、皆さんお分かりにならないわけですよね？

（事務局）

本日の予定ではございませんでしたが、政策の 27 については、そのまま引き継ぐという

ことです。総合計画の冊子の 44 ページをご覧いただきたいと思いますが、先ほど説明した

資料は一部抜粋という形になっておりましたが、これは基本構想の全体の体系となってお

ります。政策の７本柱についてはかいつまんで説明しましたが、それぞれに政策が合わせ

て 27あるということです。それを受けた形で、右側の基本計画があるということです。こ

のような体系になっているということだけ、とりあえずご理解いただきたいと思います。

（藤沢会長）

基本計画があって、それを貫いている理念とか、基本的な考え方がありますよね。現在

は前期計画を展開している。その進捗状況が評価されて、あるいは実情、課題が明からに

されてくる、そういうものを踏まえながら、後期の計画が影響を受けるわけだと思います

が、それをどういう風にしていくか。それは次の段階で出てくるわけですね？基本的な考

え方は、石澤委員が言われたように、我々が枠組みというか基本的な章をどういう風に捉

えていくかということだけは理解しておかないといけないので、このところだけは確認を

しておく必要があるのではないかと思います。

（井出委員）

基本的に決まったことですから良いと思いますが、例えば、資料１－１で、第二次あた
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りまでは「総合計画補正」というような言葉を使っている。たぶんそれは多少修正する余

地が出てきたという意味合いかなという解釈もできるのですが、今、日本とか世界も含め

て、リーマンショック以来かなり経済状況が変わってきている。おそらく、この都市像は

リーマンショック前の話で、これを変えるという意味ではないのですが、「善光寺平に結ば

れる」というと、どうしても旧市街地に中心的に集まるというようなイメージを受けてし

まうが、個々の基本構想を見ますと、私がイメージとして思ったのが、例えば「人と地域

がきらめくネットワーク都市ながの」とか、そんなようなイメージかなという印象を受け

ています。正直言ってリーマンショック以降は、集中的に向かうというよりは、地域があ

る程度自立して向かうという方向に急に社会情勢が変わってきたということになれば、都

市像のところに、下のランクというか括弧書きみたいな形で、急激な変化の内容を加えて

やってもいいのではないかと。基本構想のところも、項目は非常に良いと思うのだが、大

きく見たら、動線的な要素とかリンクした形があるかなと。これも、リーマンショック以

来、急に社会情勢が変わってきた要素として、縦割り行政できている分にはまったく問題

はなかったのですが、今は横断的に考えて、１つの施策の波及効果、あるいは１つのこと

であっても他方面に効果が出るということで、効率的で効果的、省力的、少ない予算で最

大の効果を狙うということは、たぶん行政の仕組みもそういう形で変わっていかなければ

ならない。急に２～３年の話で変わってきたので、基本構想とか都市像を変えるという意

味ではなくて、補足的にそういうものを追加した形でもっていった方が、かなり現状に合

う形になるのではないかと、この資料を見て感じました。

（藤沢会長）

今後計画をつくっていくときに反映させることができるかという意見ですね。事務局、

どうでしょうか？

（事務局）

基本的には、基本構想そのものにつきましては、前提として 10 年分ということで、よほ

ど大きな変化がない限りは、基本構想を踏まえた中でどういう風に実現できるかというこ

とで基本計画の策定をお願いしていきたいという考え方です。これから、この基本計画は

どんな施策が必要なのか、どんなことが問題なのか、いろいろと具体的に検討していただ

くことになるかと思います。その中で、もう少し上のレベルと言いますか、基本構想も含

めて手をつけないとなかなか難しいのではないかというような状況がもしあるとすれば、

基本構想までという可能性もございますが、現状におきましては、基本構想は今あるもの

でやっていけるのではないかと考えておりますので、まずは個々の基本計画の策定の部分

からやっていきたいと思っています。構想の実現に向けて、どういうことができるか、ど

ういうことをやっていかなければならないか、その辺を検討していく中で、場合によって

は構想の方まで手をつける可能性があるかもしれませんが、それはやっていく中でのこと
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なのかなということで考えております。

（吉田委員）

アンケートの結果がこの厚い冊子の 180 ページあたりから出ているのですが、これを見

ると、わりと満足しているというものと、そうでないものがわかるのですが、これを踏ま

えて、私たちはさらに審議を進めるということですか？例えば、満足していることを今さ

ら重点的にやるよりは、今何を重点的に審議しなければならないとか、そういうことは決

まっているのでしょうか？

（事務局）

それにつきましては、次回の会議以降、例えばアンケート指標が今どんな状況にあるの

か、市民の皆さんが作成した当時と比べてどうなのか、どうお思いになっているのかとい

う現状を調査、集計中なので、それはまたお出ししていきます。その中である程度達成さ

れているものなどが出てくるかと思います。それを次の計画に向けて、どこに力を入れた

ほうがいいかとか、もう止めてもいいのではないかとか、そういったものが１つの参考と

して出てくるのではないかと考えております。

（藤沢会長）

本日は第１回の審議会ということで、現状や認識をある程度イメージとして共有してい

ないと、これから議論を進めていったときに、錯綜してなかなか進まないこともあります

ので、活発に疑問点を事務局にお聞きすればいいことだと思います。

（井出委員）

先ほど説明のありました資料集７ページのところで、具体的な取組の相関イメージの図

がありましたが、この「子育ち・子育て環境の整備」は、大きく言えば保健福祉の施策で

すが、これがわかりやすい例で言えば、本編の基本施策 521「未来に向けた農業の再生・振

興」は同時に環境の対策にもなりますし、あるいは防災にもなるし、１つの施策で波及効

果がとても大きくなります。例えば、波及効果みたいな欄を設ける。その前に、このフォ

ーマットは決まりなのでしょうか？変えられる余地があるのであれば、次にまた話をさせ

ていただきます。

（事務局）

７ページは前期基本計画のものなので、今、おっしゃったこの部分のフォーマットをど

うするかということも含めて、今回審議していただくということです。これはあくまでも

現在の基本計画ですので、これから後期基本計画に相応しい形は何なのか、決めていただ

くということで、これに縛られるというものではありません。
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（井出委員）

わかりました。具体的な話は、次回すれば良いということですね。例えば、こういうと

ころの波及効果とか、２つあるいは３つの部局が同時にやった方がいい施策もあるので、

そういう欄を設けて、行政もいかに効率的にやるかという面では、１つの施策にいろんな

波及効果があったり、少ない予算で効果が大きいということを考えたときに、行政の横断

的な視点が必要なのではないか。次回以降、また提案させていただきます。

（藤沢会長）

現在、前期の事業を展開しているので、事業として各部局でやっている結果が、それぞ

れどうなのかという評価をするときに、いくつかの部局が同じような事業をやっていると

か、あるいはもっと連携してできるのではないかとかといった課題を探すことが大事なこ

となので、その段階で議論していくことも大事なのではないかと思います。現状を把握し

ながら、より良いものをつくるにはどうしたらいいかという考え方だと思うので、次回以

降、具体的な問題が出てきたときにやっていくことが、より実りあるものになるのではな

いかと思います。

（松岡委員）

松岡です。２つあるのですが、19 年に総合計画を決めたときは、例えば市民の満足度で

アンケートを取って、どのくらい達成したかという手法だと思うのですが、例えば環境に

ついても、問題点を調査のデータに基づいて数字で評価して、「深刻なので何年先にはこう

いう形にしたいから段階的にこうしていこう」というような、例えば、「ホタルを見かける

ことがある」市民の割合で自然度をみようとしているのかもしれませんが、外来種の問題

などで見ると、ある程度の調査をしてみると、とても深刻な状況があったとすれば、その

まま続けていったらえらいことになるから、手を打たなければならないというようなデー

タに基づいて、基本施策を決めてやっているのだと思いますが、そうした市民の知りたい

データを、お金も時間もかかりますが、調査してやってきているのかということが１つ。

それと、どんどん合併してきているのですが、例えば上下水道の問題にしても、何十年

もすると施設も古くなってきて、メンテナンスをしなければならない。そうすると、３年

先あるいは５年先だけ見て、こういう大きなところでどうするかという話をすることもあ

りますが、例えば水道管もすぐに古くなってきたものを換えるだけでもすごいことになっ

てくるのですが、他の市町村では 60 年先まで見ていて、当面の５年間では何をするかとい

うことを、市民の理解を得ながら進めていくという手法をとっていますが、我々は、そん

な大きいところまで考えなくていいのか、３年くらいの間に状況が変わったから、どうす

るかくらいのところで考えればいいのか。その辺はどうなのでしょうか？
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（事務局）

総合計画の基本計画ということで、全体の大枠を決めていただくことになります。各専

門の部会に分かれていただき、具体的には部会の中で作業してもらうことになるので、そ

の中で深めた議論をしていただきたいと思っています。詳細な調査については、長野市で

も市民アンケートや各種調査等を個別に調査を実施、実証しています。個別に実施してき

た調査の結果を踏まえて、部会で議論していただくことになろうかと思います。

長期的な見通しについても、例えば上下水道でしたら、長期間にわたる計画をそれぞれ

で策定しています。それぞれの将来の見通しを踏まえた中で、今どうするのかという形で、

ある程度個々の分野で長期的に捉えたものを見ながら、それぞれの状況を調査していると

いうことなので、どこまで詳細かはわかりませんが、各部会である程度細かな部分の調査

あるいは検討はできると思います。ただ、全体として大きく見ていく部分については、あ

くまでも大枠の部分ということになります。どこまで調査すればいいのか、難しい部分も

あると思いますが、全体としてはそんな風に考えています。

（松岡委員）

議論は作業部会でするということですか？

（事務局）

各部会で詳細な議論をしてもらいたいと考えています。

（石澤委員）

総合計画の義務付けがなくなりましたよね？でも、長野市はつくるということ。そもそ

も総合計画というのは、10 年先、20 年先をにらんだ都市像を考えて、その中で 10 年の構

想をつくり、５年間の実施計画をやるという手順だと思います。先ほど、基本構想までい

じる可能性はあるのかという質問に対して、可能性はあるということを言われましたけれ

ど、本当にそうなのかどうか、もう一度お聞かせください。基本構想もいじれるというこ

とを期待しながら審議会に臨むことになる恐れもあるわけです。どこまでいじれるのかと

いうことをはっきりさせていただきたいと思います。

（山口委員）

関連してですが、合併が行われてきていて、この基本構想をつくったときは、合併する

前のことだと思うので、基本構想のところまで考えていかなければならないのか、あるい

はその部分は考えないでいいのか。過去のアンケートの指標で、合併をどう考えて、今後

につなげていく流れになっているのかということも合わせて説明していただきたいと思い

ます。
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（事務局）

総合計画の義務付けについては、法案として提案されましたが、現在成立していないと

いう状況です。今後どうなってくるかわかりませんが、現状では策定の義務付けはあると

いうことです。

基本構想の部分を変えられるのかどうかについては、合併等の話も出てきましたが、私

たちが見る限りでは、基本構想を変えなければならないような状況ではないと考えていま

す。信州新町、中条村との合併がある、なしに関わらず、基本構想に掲げる部分について

の変化はないと考えています。現状の基本構想を実現するための基本計画、新たな基本計

画をつくっていただきたいという考え方が基本です。

（石澤委員）

義務付けに関しては、仮に義務付けが外れても、長野市はつくるということで構わない

のですが、部会での議論の中で、基本構想にまでタッチするようなことがあれば、そこま

での変更は可能なのかどうか、そういった余地が残っているのかどうかということをはっ

きりさせてもらわないと、皆さんのスタンスが決まらないのではないかと思いますが。

（事務局）

私どもとしては、基本構想をいじるというようなことになると、行政の中でも一度考え

直す、あるいは改めて諮問し直すことになろうかと思います。今回は、後期基本計画の策

定ということで諮問させていただきました。ただし、皆さまに議論していただく中では、

100％ガチガチとした基本構想にこだわっていただかなくてもいいのではないかとも思っ

ています。基本的には、基本計画の諮問ということでやっていただきますが、もし、基本

構想もいじらなくては駄目だというような話になれば、私どもも一度考えさせていただく

時間を設けた上で、諮問し直すかどうか決めていくことになるかと思います。

（石澤委員）

簡単に言ってしまうと、基本計画に集中してくれということで、基本構想はいじらない

でほしいということを言ってもらえれば納得するのですが、可能性があるということを言

われてしまうと、ちょっと期待してしまう。

（藤沢会長）

私の認識では、基本構想というのは、そんなに大きく動かせるものではないと考えてい

ます。ただ、状況が大きく変わって、どうしようもない状況が起きたときに協議する。基

本的には、基本構想をベースにしながら、現在進行している前期の事業がどういう状況で

進行しているのか、評価や反省をしながら、それを踏まえながら後期基本計画を策定する

のが、我々の一番大きな任務であると私は捉えています。議論して、その中でどうしても
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というものが出てくれば変えられるということですが、19 年度から始まっているものは、

議会の承認を得ているので、よほどのことでないと、また議会の承認を得てやるという形

につながっていくものなので、今のような話が出たのではないかと思いますが、中断して

やることまで考えると、なかなか進んでいかないと思います。

（井出委員）

私の意図が正確に理解されなかったのですが、藤沢会長がおっしゃったように、都市像

を変えるのは難しいので、「～善光寺平に結ばれる～人と地域がきらめくまち“ながの”」

は生かして、その下に補足して修正していくということです。あと、７本の柱もそのまま

生かして、それを補足する形で、行政部局の横断的なものとか、これを変えるとなると大

事なので、いかに変えないでやるかということで提案させてもらったのですが。

（藤沢会長）

その点については、具体的な施策を展開する中で、どことどこを連携すればできるだろ

うという形でできるのではないかと思います。最初の文章までいじってしまうと、おかし

くなってしまうのではないでしょうか。

（井出委員）

部会に分かれて議論するということですが、いきなり部会に入ってしまうと、そこにタ

ッチできなくなってしまいます。行政部局の横断的というのは、言葉で言うとわかりづら

いですが、長野市は中山間地域が非常に大きなウエイトを占めてきて、それも重要な施策

の１つになってきて、中山間地域で人が安心して住むためには、生活拠点となる街並み、

道路、小・中学校、診療所が必要になってくる。中山間地域の問題を考えたときに、都市

整備の施策でもあり、教育の施策でもあり、保健・福祉の施策でもある。この時点で３つ

の施策になっている。生活の拠点ができて、周辺で農林業が行われれば、今度は産業や経

済の問題にもリンクしてくる。農林業が行われれば、自然環境の保全にもなるし、防災機

能も強化されてくる。戸隠などは観光資源にもなってくる。環境の施策と防災の施策にも

リンクしてくるというように、１つのポイントで相乗的に効果が出てくる。上位計画を決

めるに当たっては、事業をやって予算をつけるという話ではなくて、これをやれば中山間

地域が活性化するとか、そういう視点が必要なのではないか。行政部局の横断的な施策と

してタイアップさせて、その波及効果といった項目があった方がいいのではないかという

ことで意見を述べさせてもらいました。

（藤沢会長）

次の作業をやっていく中で課題になれば、審議会で審議しますし、市の総合調整会議と

のやりとりや行政レベルでの動きもありますので、実際に事業を展開する主体と、審議会
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としてやれることをきちんと分けておかないと、事業を実施するのはこの審議会ではない

ので、その辺のところを混同してしまうと、おかしくなってしまうのではないかと思いま

す。もちろん、審議会は諮問を受けて、それについて意見などを申し沿えることは大丈夫

です。それを受けて、事務局などが具体的な事業を展開するためにいろいろと考えていく

という、役割分担を明確にしておかないとまずいのではないかなと。それは、議論してい

く中でわかっていくことだと思います。今日の段階では、この程度に留めておいていただ

きたいと思います。

では次に、議事（２）「第四次長野市総合計画後期基本計画策定方針について」、事務局

から説明をお願いいたします。

（２） 第四次長野市総合計画後期基本計画策定方針について

（事務局）

― 資料２を説明 ―

（藤沢会長）

前半にしてきました議論は、すべて策定方針に踏み込んだ形で展開してきていますので、

それを踏まえながら、今説明いただいたことについて、質問がありましたらお願いします。

【質問なし】

（藤沢会長）

11 ページの策定の留意点のところに、先ほど議論したことが包括的に入っていると思い

ます。12 ページでは、推進体制について、審議会との関係、作業部会との関係が示されて

います。

それでは、次に進めさせていただいて、時間が残れば質問をいただくということにした

いと思います。議事（３）「長野市総合計画審議会作業部会（市民フォーラム 21）について」、

事務局から説明をお願いいたします。

（３） 長野市総合計画審議会作業部会について

（事務局）

― 資料３を説明 ―
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（藤沢会長）

１つは、作業部会を前期基本計画と同じように設置するということ、もう１つは、本審

議会の委員が所属する作業部会については、事務局で原案をつくっていただき、委員の皆

さんにお諮りする形を原則としたいということ、もし希望があれば、ご相談していただく

ということでご了承をいただきたいということでした。また、公募により部会員を決めて

作業部会をつくり、10 月初旬から作業を開始するということでした。このことについて、

何かご質問がありましたら、お願いします。

（立浪委員）

立浪と申します。作業部会ですが、内容によってはかなり重なる部分があると思います。

例えば、学校の耐震化だったら、教育分野と防災・安全分野が重なるでしょうし、私の専

門である幼児教育ですと、子育て・子育ちと重なる部分もありますので、仮に作業部会に

分かれたとしても、それぞれ関わる部分については、他の作業部会の内容にも多少触れる

とか、そういうのは事前にご了解いただけるものでしょうか？

（事務局）

作業部会に職員がそれぞれつきまして、私どもも全体で情報等を見させていただきます

ので、当然、必要に応じて、それぞれの作業部会の情報等もお知らせする必要が出てくれ

ばやっていきたいと思っています。現状では、作業部会とか政策の柱とか、あえて表にす

るとどうしても分野別という形にならざるを得ないわけですが、基本計画の事業の部分で

の取り組みや実施計画の取り組みにつきましては、たとえ保健・福祉の分野であっても、

建設の分野であったり、環境の分野であったり、いろいろな事業が盛り込まれる中で、１

つの分野を実現していこうという形になっていますので、最大限、そういう部分でのつな

がりでやらせていただきたいと思います。

（中島委員）

６つの作業部会の中で、都市内分権については、どこで議論がされるのでしょうか？

（事務局）

都市内分権の推進については、言ってみれば、すべての作業部会を貫く分野になろうか

と思います。それぞれの分野で議論していく中で、例えば課題の解決に向けてであったり、

施策を推進する中で地域の自治というものが必要となってくるだろうという議論があるか

と思います。個々の分野の中で、共通した分野について協議してもらうこともいいのでは

ないかと思っています。特に都市内分権に限った形での作業部会の設定はしておりません。

都市内分権も含めて、行政経営的なものはどんな分野にも関わるというものにつきまして

は、全体の審議会の中で議論していただくような形で考えております。もちろん、市役所
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の中でも検討しますが、その辺の情報等につきましては、各作業部会に逐一情報をお知ら

せしていく予定です。

（中島委員）

今、都市内分権に携わっておりまして、なかなか理解し得ないといいますか、あまりに

も幅が広いですし、かといって受け皿としては住民個々ということになりますので、それ

に対して、どのように理解を求め、なおかつ住民にどんな形で参加してもらうか、基本的

なことになるのですが、それが各分野で議論される中で具体的にわかりやすく示していけ

るのか、正直不安を感じます。行政と地域住民との協働の活動の中で一番迷っていて、一

番心配になっている部分でもあります。もっと基本的なことを考えてもらえればいいとい

うことで事が収まっていけば、私はいいと思うのですが、専門的な考え方まではわからな

いので、食い違っていたら教えていただきたいと思います。

（事務局）

個別の分野の詳細な部分については、そこまで詳細な議論は必要ないのではないかと思

っています。ただ、全体を貫く部分は大変重要なので、私どもが調査、検討している中で、

全作業部会にすべて情報としてお出ししていくという形をとっていきたいと考えています。

そういう情報も得ていただきながら、考えていただくことになろうかと思います。さらに

細かな個別の分野については、個々に議論していくことになると思います。

（吉田委員）

作業部会の部会員の選定は事務局でやるということでしょうか？それとも、私たちも選

定に参加するということでしょうか？

（事務局）

公募委員の選定については、事務局で選定させていただき、皆さまにお知らせする形に

なります。

（藤沢会長）

事務局で責任もって選定していただくということで、よろしくお願いします。他にいか

がでしょうか？

（野﨑委員）

野﨑です。作業部会の事務局の体制についてお伺いします。23 ページに、企画課事務局

体制とありますが、企画課以外の方も、必要に応じて作業部会に出席するという表現もあ

りますが、関連課の方は常に作業部会には参加しないで、必要なときだけ参加するという
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ことでしょうか？

（藤沢会長）

今おっしゃったのは、21 ページの第７の３の、「必要がある時は、事案に関係ある者の出

席を求め意見を聴くことができる」というところですね。

（事務局）

各分野にそれぞれの担当課がございますので、作業部会のある都度、必ず参加します。

（石澤委員）

従来の縦割りの部局の諮問では解決できない状況になっているので、「横断的」というの

は非常に大事なことで、会議を合同で開催することができるというのは素晴らしいことだ

と思いますが、作業部会の開催は６回ということでしたが、６回の中で合同でやるという

ことですか？

それと、作業部会と審議会との関係で、図では意見交換と書いてありますが、作業部会

で検討するとしたら、この審議会はどういった役割になるのでしょうか？

（事務局）

作業部会の開催は、６回程度を目安に考えています。場合によっては、各作業部会によ

って回数が変わる可能性もあろうかと思いますが、６回以内でやっていきたいと考えてい

ます。

役割については、それぞれ作業部会に分かれていただきまして、それぞれ出た結論を全

体の審議会で議論していただき、全体の中で揉んでいただく。それをまた個々の作業部会

にバックしてもらうというような形を考えています。

合同については必要に応じてということになりますが、例えば第１作業部会と第２作業

部会が合同ということもあるかもしれませんし、全部の作業部会でというがあるかどうか、

今は想定していませんが、個別の作業部会の合同はあると考えています。それも回数とす

れば、６回の中でやっていくという考え方です。

（藤沢会長）

先ほどもご意見がありましたように、重複したり連携して関係してくる経過とか事柄に

ついては、その段階で協議していただいて、一緒にやった方がいいというような柔軟性を

持つことは可能なのですね？やたらに回数を多くすることは、いろいろな問題があるかと

思いますが、そういう形で上手く機能するように使っていただければいいかなと思います。

（石澤委員）
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審議会と作業部会の役割は、ちょっと乱暴な言い方をすると、審議会は作業部会であが

ってきた検討事項の調整機関という意味づけと考えていいですか？

（事務局）

審議会全体として答申をいただきますので、作業部会で出てきたものを全体で整合が取

れるように調整していただくという役割ももちろんあります。また、答申の中身を決定す

る役割も担っていただくことになります。

（井出委員）

このままでいくと、次回はいきなり作業部会という形になりそうな感じもしますが、作

業部会に入る前に共通事項を１回くらい話す機会がないと、行政部局の横断的な話も、フ

ォーマットが決まってしまえば、そこに入ってくる余地はなくなってきますし、共通認識

としてのフォーマットがないと、各作業部会に分かれても作業が混乱するのではないかと

思いますが。

（藤沢会長）

次回の審議会があって、その後作業部会が始まります。審議会の委員さんは、作業部会

に所属して、作業部会長は互選ですが、審議会の委員の中から出るのではないかと私は踏

んでいるのですが、その作業部会長が作業部会を始めるに当たって、共通の認識でスター

トしなければならないものは、持っていなければならないと思います。個々の委員さんが

勝手に進めたらおかしくなる可能性も考えられますので、十分議論はしてもらうのですが、

作業部会が始まる前に審議会がありますよね？

（事務局）

作業部会の前に審議会を開催します。

（藤沢会長）

そのときに、共通認識について議論する必要があると思います。

（石塚委員）

石塚です。私たちは、第四次総合計画の範囲で後期の計画を立てていくのですが、第四

次総合計画から大きく飛び出したようなものが出てきた場合、当然 28年度で終わるわけで

すから、第五次総合計画を審議する委員会が並行して立ち上がっていくと思いますが、そ

ちらへ、意見が反映されていけば大変ありがたいと思います。何年ごろから第五次総合計

画を立ち上げるというような構想があれば、教えていただきたいと思います。
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（事務局）

今後どうなっていくのかは、情勢の変化でわかりませんが、今つくっていただきたいの

は平成 24年度から 28 年度までの計画ですので、それを２年前の平成 22年度から始めてい

るという状況です。この形で、第五次というものが平成 29年度からやるということになり

ますと、２年前の平成 27年度からということになります。これからつくろうとしている計

画が終わる１年前から、次の計画づくりを始めていくことになります。

（石塚委員）

私たちは平成 28 年度までのことを考えていくのですが、平成 27 年度に立ち上げた委員

会は、第四次では実現できないことも入れてもらえるようになるのですか？

（事務局）

総合計画自体が過去の経過がなくすぐ始まるものではないので、過去の経験や状況を踏

まえた中で、次の計画ができると認識しています。それぞれの時代のご意見は、次に何か

しらの形で反映できるかどうかということが議論されると思っています。

（吉田委員）

私たちの任期は２年ということですが、さらに延長ということもあるのでしょうか？そ

れとも、この２年限りで継続できないということがあるのでしょうか？

（事務局）

審議会の委員の皆さんについては、任期は２年となっていて、再任してはいけないとか、

再任してもいいということは決めていません。当然、再任される可能性もあります。

（小林副会長）

吉田委員から大変活発な意見が出て、はっとさせられるような意見もありました。私も

含めてですが、ずっと先の長野を考えていくには、公募委員はぜひ若い委員にも入ってい

ただいて、将来の長野像を見据えた活発な作業部会になることを望んでいます。

（藤沢会長）

では次に、議事（４）「今後のスケジュールについて」、事務局から説明をお願いいたし

ます。

（４） 今後のスケジュールについて
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（事務局）

資料にはございませんが、今後のスケジュールについて、ご説明いたします。はじめに、

年度内の審議会の開催についてでありますが、今後２回開催を予定しております。第２回

総合計画審議会は、９月 28 日（火）、午前 10 時から、長野市役所講堂、本日と同じ会場で

開催いたします。正式な開催については、後日、ご通知申し上げますが、第２回審議会で

は、後期基本計画の策定に必要な情報として、前期基本計画の進捗状況等を整理し、現況

と課題として、審議会にご報告申し上げたいと考えております。また、計画策定に必要な

基本的な統計資料、市民アンケートの結果なども合わせてご報告申し上げる予定でありま

す。第３回総合計画審議会については、開催日等については、作業部会での策定作業の進

捗状況によることとなりますが、来年２月上旬を予定したいと考えております。

次に、作業部会の開催等についてご説明申し上げます。作業部会は、10 月初旬の設置を

目指して、これから公募等を進めてまいります。作業部会作業部会員については、先ほど

ご説明申し上げたとおり、８月２日から 23日まで公募いたします。審議会委員の皆様のお

知り合い等で、作業部会にご参加いただきたいと考えている方がいれば、是非ご応募いた

だくようお話をいただければと思います。なお、作業部会員は書類等による選考の上、世

代間、男女の均衡等を考慮して決定してまいりますので、ご了承ください。また、第１回

作業部会は、10 月初旬に６つの作業部会の合同で開催することを予定しています。第１回

作業部会では、審議会に提出しました第１回会議資料及び第２回会議資料等をもとに、総

合計画に関する勉強会として開催する予定であります。そのため、審議会委員の皆様には、

同じ内容を説明することになることから、ご出席をいただくことは予定しておりません。

作業部会での作業スケジュール等については、現時点において、詳細は未定でありますが、

２月までに月に１から２回程度のペースで、６回程度の会議を開催することを予定してい

ます。会議の開催日を含め、作業スケジュール等は、第２回の審議会でお示ししたいと考

えております。今後のスケジュールについて、説明は以上でございます。

（藤沢会長）

作業部会はかなりタイトな日程のような感じがしますが、よろしくお願いします。

次回、第２回審議会は、９月 28 日 10 時からです。いろいろな情報をいただきながら、

作業部会に入っていけるような形をとっていきたいと考えています。

９ 閉会

（藤沢会長）

活発な議論をどうもありがとうございました。以上で第１回長野市総合計画審議会を終

わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。


